
　空き住戸のうち入居可能日までに修繕が完了する住戸について募集を行います。
　募集時期は、６月、９月、12月、３月の年４回となります（ただし、空き住戸が
無い場合は募集を行いません）。

令和５年度　　募 集 予 定 表
募集月 申込受付期間 抽選日 入居可能日
６月 ６月１日（木）～ ６月12日（月） ６月22日（木） ７月31日（月）

９月 ９月１日（金）～ ９月12日（火） ９月22日（金） 10月31日（火）

12月 12月１日（金）～12月12日（火） 12月22日（金） １月31日（水）

３月 ３月１日（金）～ ３月12日（火） ３月22日（金） ４月30日（火）

＜抽選会について＞
　時間　：　午前11時30分から
　場所　：　宮城県住宅供給公社　
　　　　　　ふるさとビル３階会議室
＊抽選会場には、公共の交通機関でご来場ください。

、は席欠・席出のへ会選抽。すまい行を選抽で開公 ＊
抽選結果の当落には関係しません。

＊名簿登録を行うため、抽選器を使用し、募集戸数毎
　に入居予定者1名、入居補欠者2名の計3回抽選し、
　その他は落選とします。

＜お問合せ＞
　　宮城県住宅供給公社
　　　住宅管理部　入居管理課
　　　〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目１番20号
　　　　　　　　　ふるさとビル１階
　　　電話番号：（022）224－0014

アクセス（抽選会場）

令和５年度

多 賀 城 市 営 住 宅
募集要領（応募の手引き）

宮城県住宅供給公社
（ふるさとビル）

●NHK
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募集について
　空き住戸（入居可能日までに修繕が完了予定の住戸）についての募集となります（空待ち登録の
募集ではございません）。
　申込受付後に抽選で仮当選者を決定し、仮当選者の方に資格確認を行います。資格確認の結果資
格を有する場合は当選者とし、契約の手続きを経て入居となります。
　また、仮当選されなかった方については名簿登録者となり、仮当選者が辞退した場合または募集
月の翌々月の１日までに空き（入居可能日までに修繕が完了予定の住戸）が発生した場合に斡旋と
なります（それ以外の場合は次回以降の募集で再度お申込み願います）。

募集時期
　募集時期は６月、９月、12月、３月の年４回となります（＊ただし、空き住戸が無い場合は募集
を行いません）。
　申込み関係書類は各募集月の１日（１日が土、日、祝祭日の場合はその直前の平日）から12日ま
で、多賀城市役所及び宮城県住宅供給公社窓口にて配布となります。

申込書受付期間及び申込方法
　各募集月の１日から12日までとなります。なお、申込方法は郵送受付のみとなります（受付期間
内の郵便局消印有効）。

申込みする際の注意事項
　市営住宅とは、住宅に困窮し、比較的収入の少ない低所得者の方に低廉な家賃で住んでいただく
ための公的な賃貸住宅です。
　このため、民間住宅とは異なり、住所や所得などに申込資格条件があります（申込資格条件参
照）。
１　次のような方は申込めません！
　⑴　持家所有者の方。
　⑵　単身での申込みで単身申込資格に該当しない方。
　⑶　世帯を不自然に分割、又は合併している方。（夫婦の別居の申込等）

きで出提を類書明証のかれずいの次にでま約契の宅住、は合場の方るいてえ考を婚離らかれこ ※　
れば申込みできます。

　　⑴　戸籍謄本（離婚が確定する場合）
　　⑵　弁護士が発行する離婚協議中の証明書
　　⑶　裁判所発行の「事件係属証明書」（離婚訴訟等の場合）
　⑷　市営住宅で円満な共同生活ができない方。
　⑸　すでに県営住宅若しくは市町営住宅に入居している方。

２　次のような方は申込まれても失格となります！
　⑴　申込（入居）資格要件に欠けているとき。
　⑵　申込書に不正の記載があったとき。
　⑶　入居許可時点で単身になった場合（ただし、単身申込入居資格者を除く）。
　⑷　入居収入基準額が15万８千円（裁量世帯の場合は、21万４千円）を超えるとき。
　⑸　申込みは１世帯につき１住宅だけとし、重複申込みはすべて失格となります。

３　入居する全ての方は、入居する際に次の手続きが必要となります。
　⑴　下記の資格を有する連帯保証人が１名必要となります。
　　・所得があること。
　　・市町村民税を滞納していないこと。
　　・多賀城市、仙台市、塩竈市、七ヶ浜町、松島町又は利府町に居住していること。

。すまりなと要必が入納の賃家割日の月居入と金敷るす当相に分月ヶ３の賃家の時居入 　⑵　
　⑶　単身世帯での入居の場合は身元引受者も必要となります。

４　自家用自動車をお持ちの方へ
せん。まりおてし保確を場車駐の分戸全、はていつに宅住山葉紅、がすまりあが場車駐はに宅住　 ⑴　

　　　なお、使用できる駐車場の区画数は、原則として１世帯につき１台です。
、は方るいてし有所上以台２。すまいてっなと止禁車駐面全は等路通、地敷の外以場車駐約契　 　　

民間駐車場等を自分で確保していただくことになります。
　⑵　ロングライフ多賀城を除く市営住宅駐車場の使用料は、現在１ヶ月2,800円です。
　⑶　ロングライフ多賀城の駐車場については、オーナーとの直接契約となります。

手と円000,4てしと金敷みのに時結締約契かほのそ。円000,4りたあ月ヶ１は料用利場車駐　 　　
数料4,000円がかかります（変更となる場合がございます）。

５　ロングライフ多賀城に申込みする方へ

７　桜木住宅を申し込みする方へ

　ロングライフ多賀城は多賀城市が民間から借り上げた「借上住宅」です。
　借上げ期間は、平成22年８月20日から令和12年８月19日となっております。
　そのため、借上げ期間の満了時には、住宅の明渡しが生じることになります。

６　紅葉山住宅に申込みする方へ
　紅葉山住宅でテレビを視聴する場合は、宮城ケーブルテレビ（マリネット）への加入が必要で

　桜木住宅には、市が設置している公立保育所が併設されており、開所時間帯は、保育活動による
子どもたちの元気な声などが聞こえますので、あらかじめご了承の上お申し込みください。

す。マリネットの利用料は月額770円です（変更となる場合がございます）。

８　家賃、駐車場使用料の他に共益費が必要となります。
　共益費の額は各住宅により違いますので、入居の際に各住宅の自治会長に確認してください。

９　市営住宅では、犬・猫等のペットの飼育は一切できません。
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しない

⇩
す　る

⇩
入居収入基準額が
【一般世帯】

月収15万８千円以下
であること

入居収入基準額が
【裁量世帯】

月収21万４千円以下
であること

申込資格条件

あなたの入居資格を確認してください

１　現在、住宅に困っていることが明らかな方 (持ち家のない方 )
　 ２ 申込者本人（名義人となる方）が多賀城市内に住所もしくは勤務先がある
こと。（やむを得ず、これから新たに多賀城市内に住所を必要とする方の場
合は、対象になる場合もありますので、お問い合せください。）

３　市町村民税を滞納していない方
４　申込者、同居しようとする方が暴力団員でない方

　以上の資格に該当される方は、ご自分の状況に合わせ、次の項目に進んでく
ださい。

⇨
１人で申込み

 ⇩ ２人以上で
申込み

世帯で（又は婚約で）申込み

●　現在同居中、又は同居予定の親族がいること
せまりなばれけなし居同えうの籍入に内以月ヶ３、は合場の者約婚が者定予居同、しだた（ 　　

ん。）
そのうえで

１　身体障害者手帳の交付を受け、１～４級までの障害のある方を含む世帯
２　精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、１～３級までの障害のある方を含む世帯
３　障害の程度の欄が「Ａ」又は「Ｂ」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯
４　障害福祉サービス受給者証・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方を含む世帯

、は又で症ま項６第らか症項別特の２の表号１第表別の法給恩、け受を付交の帳手者病傷戦　 ５
同表別表第１号表の３の第１款症の障害のある方を含む世帯
６　原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている人がいる世帯
７　海外からの引揚者（引揚後５年未満）の人がいる世帯
８　満60歳以上の方で構成された世帯（18歳未満の方を含んでも良い）

センハるす定規に条２第律法るす関に等給支の金償補るす対に等者所入所養療病ンセンハ　 ９
ン病療養所入所者等がいる世帯
10　小学校就学前の子を含む世帯

あなたの世帯は１～10の条件のいずれかに該当

⇨
単身で申込み（2LDK以下の間取りにしか入居できません。）

●下記のいずれかに該当する方で、戸籍上配偶者がいない方が申込みできます。
　
１　満60歳以上の方で配偶者がいない方
２　身体障害者手帳の交付を受け、程度が１～４級までの方
３　精神障害者保健福祉手帳１～３級に該当する障害のある方
４　療育手帳Ａ又は、Ｂに該当する障害のある方
５　障害福祉サービス受給者証・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方

症項６第らか症項別特の２の表号１第表別の法給恩、け受を付交の帳手者病傷戦　 ６
まで又は同表別表第１号表の３第１款症の障害のある方
７　原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
８　海外からの引揚者（引揚後５年未満）の方

す定規に条２第律法るす関に等給支の金償補るす対に等者所入所養療病ンセンハ　 ９
るハンセン病療養所入所者等の方
10　生活保護法第６条第１項に該当される方

後たけ受を護保、かるいてけ受を護保で所談相人婦、で者害被力暴のらか者偶配　 11
５年を経過していない方、または、裁判所で保護命令を受けた方で、保護命令がだ
されてから５年を経過していない方

上記１～11までの条件のいずれかに該当し、入居収入基準額が、

◎　上記１から９の条件に該当する方　
　21万４千円以下であること。

◎　上記10又は11の条件に該当する方
　15万８千円以下であること。

　

以上の条件を満たしている場合には、
単身者として申込みすることができます。
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次の①または②のいずれかに当てはまる方で、ひ
とり親控除の対象ではない方
①　夫と離婚した後婚姻していない方で、子以外の
扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の方
②　夫と死別した後婚姻をしていない方または夫
の生死が明らかでない一定の方※1で、合計所得
金額が500万円以下の方。
※1　夫または妻の生死が明らかでない一定の方
としてどのような場合が認められるのかについて
は、別途お問い合わせください。

（１の遠隔地扶養親族及び２～ 7の控除については、所得税法の規定に該当されている方となります）

 年齢は申込日現在の満年齢

控 除 名 控 除 の 内 容 控 除 額

１ 親族控除 入居しようとする親族（申込本人を除く）及び
遠隔地扶養親族 １人につき 380,000円

×（　）人

２ 老人配偶者控除
老人扶養控除

同一生計配偶者あるいは扶養親族のうち満70歳
以上の方

親族控除のほ
かに
１人につき

100,000円
×（　）人

３ 特定扶養親族控除

４ ひとり親控除

5 寡婦控除

扶養親族のうち満16歳以上23歳未満の方（配偶
者を除く）

親族控除のほ
かに
１人につき

250,000円
×（　）人

350,000円
×（　）人

親族控除のほ
かに
対象者が申込
本人又は同居
親族で所得が
ある場合

親族控除のほ
かに
対象者が申込
本人又は同居
親族で所得が
ある場合

6 障害者控除

7 振替基礎控除

申込本人や同居する親族並びに遠隔地扶養親族
のうち精神又は身体に障害がある方がいる場合。
特別障害者（身体障害者手帳１級・２級、精神
障害者保健福祉手帳１級、療育手帳Ａ）

親族控除のほ
かに
１人につき
普通障害者
特別障害者

270,000円
×（ 　）人
400,000円
×（ 　）人

控 除 金 額 合 計 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⬇
収入計算表の控除金額合計へ

各種控除の内容及び控除額 収入計算表

　入居申込みをする場合の収入計算は、申込本人及び同居者で収入のある方全員の課税所得の
合計金額が対象となります。

入居収入基準額の算出方法

課税所得 ※収入額ではありません。

本人の所得 円

同居者の所得

（　　　　　　　）さんの所得 円

（　　　　　　　）さんの所得 円

（　　　　　　　）さんの所得 　　　　　円

年間所得金額合計 円

　　　所得の計算
れそ方の得所金年・方の得所業事・方の得所与給、はてしまきつに法方算計の得所 ・　　　　

ぞれの算出方法記載のページを参照のうえ計算してください。

計算後の金額（単位 : 円） 家賃ランク

帯

世

量

裁

帯
世
般
一

　　　  0 ～ 104,000 Ａ
円000,851額収月は合場の帯世般一 ・

が限度になります。
104,001 ～ 123,000 Ｂ
123,001 ～ 139,000 Ｃ
139,001 ～ 158,000 Ｄ
158,001 ～ 186,000 Ｅ みの帯世たし当該に帯世量裁はＦ、Ｅ ・

の基準額です。186,001 ～ 214,000 Ｆ

                                        （各種控除内容及び
                                         控除額のページ参照）          　 【入居収入基準額】

年間合計所得金額
－

 控除金額合計 
÷ 12＝

あなたの世帯の月収額
円 円 円

╮
┃
╯

╮
┃
╯

※「振替基礎控
　除」を控除後
　の所得が35
　万円未満のと
　きはその金額

270,000円
×（　）人
※「振替基礎控
　除」を控除後
　の所得が27
　万円未満のと
　きはその金額

100,000円
×（　）人
※給与所得等が
　10万円未満
　のときはその
　金額

現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明ら
かでない一定の方※1で、生計を一にする子※2が
いる方で、合計所得金額が500万円以下である方。
※1　配偶者の生死が明らかでない一定の方とし
てどのような場合が認められるのかについては、
別途お問い合わせください。
※2　この場合の子は、合計所得金額が48万円以
下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっ
ていない方に限られます（子の年齢に制限はあり
ません）。

給与所得または公的年金に係る
雑所得を有する方
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（令和３年12月以前から引き続き勤務されている方）
　　　　　　　　　　　　パート、アルバイト含む

◎勤務先発行の令和４年分源泉徴収票

給与所得の方

令和４年分 給与所得の源泉徴収票

支 払

を 受

け る 者

氏

名

（受給者番号）

（フリガナ）

（役職名）

種 別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計 源泉徴収税額
百万 千 円 百万

＊

千

＊＊＊

円

＊＊＊

百万 千 円 百万 千 円

控 除 対 象 配 偶
の 有 無 等

配偶者特別
控除の額

扶養親族の数
（配偶者を除く）

障害者の数
（本人を除く）

社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

地震保険料

の控除額

住宅借入金等

特別控除の額老人 特 定 老 人 その他 特 別 その他

有 無
従
有

従
無

千 円 人 従人 内 人 従人 人 従人 内 人 人 内 千 円 千 円 千 円 千 円

（摘要） 配偶者の合計所得 千 円

個人年金保険料の金額 千 円

旧長期損害保険料の金額 千 円

未
成
年
者

乙
欄

本人が障害者 寡 婦 寡

夫

勤
労
学
生

死
亡
退
職

災

害

者

災
害
者

外

国

人

中途就・退職 受 給 者 生 年 月 日
特別 その他 一般 特別 就職 退職 年 月 日 明 大 昭 平 年 月 日

支
払
者

住 所 ( 居 所 )

又 は 所 在 地

氏 名 又 は

名 称

円

（１年間の所得）

収入計算表の課税所得記入欄へ

住
所
又
は
居
所

（令和４年１月１日以降に現在の職場に就職された方）
　　　　　　　　　　　　　パート、アルバイト含む

◎勤務先発行の給与支払証明書

給与所得の方給与所得の方 （平成２９年１月１日以降に現在の職場に就職された方）

パート、アルバイト含む

◎勤務先発行の給与支払証明書

給与支払証明書

住 所

氏 名

通勤手当分は非課税となりますので、除いて下さい

１ヶ月にならないときは、計算に含めません

１ 採用年月日 年 月 日

２ 配偶者控除 有 ・ 無（いずれかを○でかこむ）

その他扶養親族数 人

３ 支給総額

年 月 本 俸 手当 手当 手当 計

円 円 円 円 円

円 ÷ ヶ月×１２ヶ月＋ 円

（賞与）

＊年＊月

円計 ＊＊＊＊

４ 賞 与 上記のとおりであることを証明します。

令和 年 月 日

代表者氏名 �

年 月 円

年 月 円

合 計 ＊＊＊＊＊円

【総収入金額から、総所得金額を計算する方法】

年間総収入金額 年間総所得金額

5５１，０００円未満 年間給与所得 ＝ ０円

5５１，０００円以上 ～ １，６１９，０００円未満 年間総収入金額 － 5５０，０００円 ＝ 年間給与所得

１，６１９，０００円以上 ～ １，６２０，０００円未満 年間給与所得 ＝ 1，0６９，０００円

１，６２０，０００円以上 ～ １，６２２，０００円未満 年間給与所得 ＝ 1，0７０，０００円

１，６２２，０００円以上 ～ １，６２４，０００円未満 年間給与所得 ＝ 1，0７２，０００円

１，６２４，０００円以上 ～ １，６２８，０００円未満 年間給与所得 ＝ 1，0７４，０００円

１，６２８，０００円以上 ～ １，８００，０００円未満 年間総収入金額を４，０００円で割り、その答えの１円未満を

切り捨てた後、４，０００円で掛け戻し、出た金額を

右のＡに当てはめてください。

Ａ× 0.6 ＝ 年間給与所得

１，８００，０００円以上 ～ ３，６００，０００円未満 Ａ× 0.7 － 180,000円 ＝ 年間給与所得

３，６００，０００円以上 ～ ６，６００，０００円未満 Ａ× 0.8 － 540,000円 ＝ 年間給与所得

６，６００，０００円以上 ～ 8，5００，０００円未満 年間総収入金額 × ０．９ － １，1００，０００円 ＝ 年間給与所得

年間総所得金額

円

収入計算表の課税所得記入欄へ

※次に収入から所得

を計算します

給与所得の方 （平成２９年１月１日以降に現在の職場に就職された方）

パート、アルバイト含む

◎勤務先発行の給与支払証明書

給与支払証明書

住 所

氏 名

通勤手当分は非課税となりますので、除いて下さい

１ヶ月にならないときは、計算に含めません

１ 採用年月日 平成 年 月 日

２ 配偶者控除 有 ・ 無（いずれかを○でかこむ）

その他扶養親族数 人

３ 支給総額

年 月 本 俸 手当 手当 手当 計

円 円 円 円 円

円 ÷ ヶ月×１２ヶ月＋ 円

（賞与）

＊年＊月

円計 ＊＊＊＊

４ 賞 与 上記のとおりであることを証明します。

令和 年 月 日

代表者氏名 �

年 月 円

年 月 円

合 計 ＊＊＊＊＊円

【総収入金額から、総所得金額を計算する方法】

年間総収入金額 年間総所得金額

６５１，０００円未満 年間給与所得 ＝ ０円

６５１，０００円以上 ～ １，６１９，０００円未満 年間総収入金額 － ６５０，０００円＝ 年間給与所得

１，６１９，０００円以上 ～ １，６２０，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９６９，０００円

１，６２０，０００円以上 ～ １，６２２，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７０，０００円

１，６２２，０００円以上 ～ １，６２４，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７２，０００円

１，６２４，０００円以上 ～ １，６２８，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７４，０００円

１，６２８，０００円以上 ～ １，８００，０００円未満 年間総収入金額を４，０００円で割り、その答えの１円未満を

切り捨てた後、４，０００円で掛け戻し、出た金額を

右のＡに当てはめてください。

Ａ× 0.6 ＝ 年間給与所得

１，８００，０００円以上 ～ ３，６００，０００円未満 Ａ× 0.7 － 80,000円

100,000円

＝

＋

年間給与所得

３，６００，０００円以上 ～ ６，６００，０００円未満 Ａ× 0.8 － 440,000円 ＝ 年間給与所得

６，６００，０００円以上 ～ １０，０００，０００円未満 年間総収入金額 × ０．９ － １，２００，０００円 ＝ 年間給与所得

年間総所得金額

円

収入計算表の課税所得記入欄へ

※次に収入から所得

を計算します

給与所得の方 （平成２９年１月１日以降に現在の職場に就職された方）

◎勤務先発行の給与支払証明書

給与支払証明書

住 所

氏 名

通勤手当分は非課税となりますので、除いて下さい

１ヶ月にならないときは、計算に含めません

１ 採用年月日 平成 年 月 日

２ 配偶者控除 有 ・ 無（いずれかを○でかこむ）

その他扶養親族数 人

３ 支給総額

年 月 本 俸 手当 手当 手当 計

円 円 円 円 円

円

＊年＊月

計 ＊＊＊＊

４ 賞 与 上記のとおりであることを証明します。

令和 年 月 日

代表者氏名 �

年 月 円

年 月 円

合 計 ＊＊＊＊＊円

【総収入金額から、総所得金額を計算する方法】

年間総収入金額 年間総所得金額

６５１，０００円未満 年間給与所得 ＝ ０円

６５１，０００円以上 ～ １，６１９，０００円未満 年間総収入金額 － ６５０，０００円

１，６１９，０００円以上 ～ １，６２０，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９６９，０００円

１，６２０，０００円以上 ～ １，６２２，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７０，０００円

１，６２２，０００円以上 ～ １，６２４，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７２，０００円

１，６２４，０００円以上 ～ １，６２８，０００円未満 年間給与所得 ＝ ９７４，０００円

１，６２８，０００円以上 ～ １，８００，０００円未満 年間総収入金額を４，０００円で割り、その答えの１円未満を

切り捨てた後、４，０００円で掛け戻し、出た金額を

右のＡに当てはめてください。

Ａ×

１，８００，０００円以上 ～ ３，６００，０００円未満 Ａ×

３，６００，０００円以上 ～ ６，６００，０００円未満 Ａ×

６，６００，０００円以上 ～ １０，０００，０００円未満 年間総収入金額 × ０．９ － １，２００，０００円

収入

※次に収入から所得

を計算します

左
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（令和３年12月以前からはじめた方）

◎令和４年分の所得税の確定申告書

（令和４年１月以降にはじめた方）

事業所得の方

事業所得の方

所

得

金

額

事

業

営 業 等 ①

農 業 ②

不 動 産 ③

利 子 ④

配 当 ⑤

円

給 与 ⑥

（１年間の所得）

雑 ⑦

収入計算表の課税所得記入欄へ

総合譲渡・一時

ケ +{ コ + サ ×1/2}
⑧

合 計 ⑨ ＊＊＊＊＊＊＊

収 支 明 細 書

（事業所得者用）

１ヶ月にならないときは、計算に含めません

１ 事業及び事業内容

２ 事業所の所在地

３ 事業開始年月日 年 月 日

（月別収支内訳）

収 入 の 部 支 出 の 部 差引純利益

（イ－ロ）計（イ） 計（ロ）

月

円 ÷ ヶ月 × １２ヶ月月

月

月

月

月

月

年間差引純利益額月

月

円月

月

月

計 *******

収入計算表の課税所得記入欄へ

◎公的年金等の源泉徴収票

年金所得の方

郵便はがき

令和４年分 公的年金等の源泉徴収票

次の年金は、非課税のため収入として扱

いません。

種 別 支払金額
令和４年中に

支払った金額
源泉徴収税額

①障害の名称のつく次の年金

障害基礎年金・障害厚生年金・障害

年金・障害共済年金

年 金

円

＊＊＊＊＊＊＊＊

（Ａ）

円

②遺族の名称のつく次の年金

遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族

年金・遺族共済年金

申告書の提出 本 人 控除対象配偶者の有無等 ③母子の名称のつく次の年金

母子年金・準母子年金
有 無

特 別

障害者

その他

障害者
老年者 有 無

老人控除対

配偶者の有 ④そのほか次のような年金

遺児年金・寡婦年金・老齢福祉年金有 無

この他でも非課税の年金は計算の対象

になりません。

受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額 所得金額になおす計算式

（１年間の所得）

年齢６５歳

以上の方

０円とする

１1０万1円以上〜

6０万1円以上〜

３３０万円未満 (A)－１1０万円

３３０万円以上〜４１０万円未満 (A)×０．７５－2７万５，０００円

４１０万円以上〜７７０万円未満

1,000万円未満

(A)×０．８５－6８万５，０００円

７７０万円以上〜 (A)×０．９５－１4５万５，０００円

円

年齢６５歳

未満の方

6０万円 以下 ０円とする

１３０万円未満 (A)－6０万円

収入計算表の課税所得記入へ
１３０万円以上〜４１０万円未満 (A)×０．７５－ 2７万５，０００円

４１０万円以上〜７７０万円未満

1,000万円未満

(A)×０．８５－ 6８万５，０００円

７７０万円以上〜 (A)×０．９５－１4５万５，０００円

◎市町村発行の令和４年分総所得金額を記載してある証明書

令和５年度 市民税・県民税課税（所得）証明書 （単位：円）

課税期日

の 住 所 氏 名

給与収入金額 所

得
控
除

額
の
内

訳

社会保険料控除 給与所得者の特定支出の適用

生命保険料控除 みなし法人課税の適用

公的年金等収入金額
配偶者控除額

年

税
額
の

内
訳

市
民

税

算出所得割額

配偶者特別控除額 税額控除額等

所
得

金
額
内

訳

その他扶養控除額 均等割等

基礎控除額 市民税額

県
民

税

算出所得割額

税額控除額等

均等割

県民税額

令和４年分合計所得金額 ＊＊＊＊＊ 所得控除額合計 令和５年度年税額

（１年間の所得）

円

収入計算表の課税所得記入欄へ

１1０万円以下
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